
 
市では、乳幼児、母子家庭、父子家庭、重度心身障害者の方に対して、医療費の助成をしていますが、次の

通り制度が変わります。 

（1）10月1日付けで新しい受給者証を交付します。古い受給者証は、使用できませんのでご注意ください。 
（2）父子家庭の助成対象 

 
助成を希望される方は、以下のものを持参の上、9月末までに福祉課で手続きをしてください。 
※すでに、お子さんが父子家庭医療の助成を受けている方で、受給者証の更新申請がお済であれば手続き
の必要はありません。 

 
 
 
（3）精神保健福祉手帳1・2級所持者の方には、9月中旬に案内を送付します。 

※所得制限がありますので、案内が届いても助成を受けられない方もあります。 

詳しくは、 福祉課 障害・給付係（内線154・155）へどうぞ。 

これまでは、食材料費相当のみ負担していましたが、今回の改正で食費と居住費を負担することになります。 

◎介護保険と同額 
◎所得の低い（非課税）方は、申請されると軽減される 
　ことがあります。 


